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令和８年産大豆の播種前入札取引に係る業務規程 
 

   令和８月２月６日制定 

7 特農協第１６６号 

 （目的）  

第１条 この業務規程は、公益財団法人日本特産農産物協会（以下「協会」という。）

定款第４９条及び大豆の入札取引に係る業務規程（以下「基本規程」という。）第３

５条の規定に基づき、取引の対象となる大豆が播種される前に行う入札取引（以下

「播種前入札取引」という。）の実施に関し必要な事項を定める。  

  

（播種前入札取引の対象となる大豆）  

第２条 播種前入札取引の対象となる大豆は、播種前の国内産大豆であって、収穫後

に農産物検査法（昭和２６年法律第１４４号）第２条第 1 項に規定する農産物検査

を受け、農産物規格規程（平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号）に定

める産地品種銘柄として認証され、かつ、普通大豆１等から３等までの品位又は特

定加工用大豆合格の品位に適合し、販売されることが見込まれるもの（以下「取引

対象大豆」という。）とする。  

  

（播種前入札取引の上場対象大豆及び上場数量の目標）  

第３条 播種前入札取引において上場すべき大豆の産地品種銘柄は、原則として、第４

条第１号の売り手が第９条第３項第１号の規定に基づき作成した生産見込み数量が、

１,７００トン以上のものとする。  

２  生産見込み数量が１,７００トン未満の産地品種銘柄については、売り手の判断

により任意に上場することを妨げない。  

３  上場数量の目標は、上場する産地品種銘柄ごとに生産見込み数量の１０分の１以

上とする。  

  

（播種前入札取引の参加対象者）  

第４条 播種前入札取引の参加対象者は、次のとおりとする。  

（１） 国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領（平成１９年３月３０日付け１

８農産第６００９号農林水産省生産局長通知、以下「要領」という。）第２の１の生

産者団体等であって、協会に播種前入札取引の売り手として登録した者（以下「売り

手」という。）  

（２） 要領第２の３の需要者であって、協会に播種前入札取引の買い手として登録した

者（以下「買い手」という。）  

２ なお、前項第２号の需要者が、複数の個別需要者が組織する法人その他の団体で

ある場合は、当該団体は、法律の規定に基づき共同事業を行うことを目的として組
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織する法人であって、当該共同事業に、大豆を原料とする加工品等の製造を業とす

る者（以下「加工業者」という。）が組織する場合にあっては大豆を原料とした加

工品の製造又は原料大豆の購買に係る事業、大豆の販売を業とする者（以下「販売

業者」という。）が組織する場合にあっては大豆の販売に係る事業を含み、かつ当

該共同事業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外の対象に

なる場合に限るものとする。  

  

（売り手又は買い手登録の手続き）  

第５条 播種前入札取引の売り手又は買い手として協会に登録しようとする者は、基本

規程第８条の規定に基づいて行う収穫後に行う入札取引（以下「収穫後入札取引」と

いう。）に係る登録とは別に、協会に年産ごとに登録申請を行う。  

２ 販売業者又は複数の販売業者が組織する法人（以下「問屋等」という。）が、買い

手として前項の登録申請を行う場合にあっては、協会理事長（以下「理事長」とい

う。）が別に定めるところにより、加工業者又は複数の加工業者が組織する法人（以

下「加工業者等」という。）であって落札大豆の販売予定先とする者に係るリスト

（以下「落札大豆販売予定先リスト」という。）を、当該加工業者等の了解を得たう

えで作成し、協会に提出しなければならない。なお、落札大豆販売予定先リストに

記載する加工業者等の名称は法人名とし、一の法人の複数事業所名が記載されてい

た場合は、当該申請を受け付けないものとする。  

３ 複数の加工業者が組織する原料大豆の共同購買事業を行う法人（以下「共同購買

法人」という。）が自ら買い手登録申請するに当たっては、理事長が別に定めるとこ

ろにより、当該法人の構成員のうち播種前入札取引に係る共同購買事業参加者に係

るリスト（以下「共同購買事業参加者リスト」という。）を提出しなければならな

い。前項の規定により問屋等が共同購買法人を落札大豆予定先リストに掲載する場

合も同様とする。  

４ 加工業者等が自ら買い手登録申請し、かつ、落札大豆販売予定先リスト又は共同

購買事業参加者リストに当該加工業者等の名称が重複して掲載されていた場合は、

いずれか一つの申請に限り受け付けるものとする。  

５ 前項に定めるもののほか、播種前入札取引に係る登録手続きに関する事項につい

ては、基本規程第８条第２項（同一法人の複数事業所ごとの登録申請）、第３項（登

録申請書類の審査）及び第４項（登録料及び登録）の規定を準用する。なお、登録

申請に必要な書類、具体的な申請手続き等については、理事長が別に定めるところ

による。  

  

（登録者名の公表）  

第６条 協会は、播種前入札取引の実施に先立ち、前条第５項により準用する基本規程

第８条の規定により登録された播種前入札取引の売り手及び買い手の名称を公表する

ものとする。  
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（売り手及び買い手登録の制限）  

第７条 次の各号のいずれかに該当する者から第５条第 1 項の登録申請があった場合、

協会は、大豆入札取引委員会の議決を経て、当該登録に当たって制限又は条件を付す

ことができる。  

（１） 播種前入札取引又は収穫後入札取引において、取引場における公正な価格形成

を妨げ又はそのおそれがあると認められる行為をした者  

（２） 前年産の播種前入札取引において、定められた期限までに播種前売買契約又は

確定売買契約を締結しなかった者又は締結しないおそれがあると認められる者  

（３） 播種前入札取引又は収穫後入札取引において、落札した大豆の買受けを確実に

行わなかった者又は買受けを確実に行わないおそれがあると認められる者  

（４） 問屋等であって、第１３条第１項の規定により落札大豆の買受け先として協会

に事前報告した加工業者等に、正当な理由なく落札大豆を販売しなかった者又は販

売を行わないおそれがあると認められる者  

（５） 加工業者等であって、正当な理由なく落札大豆を自らが行う大豆を原料とした

加工品等の製造に使用せず（共同購買法人にあっては共同購買事業参加者に販売せ

ず）、第三者に転売する等不正な売買行為を行った者又は行うおそれがあると認め

られる者  

（６） 共同購買法人の共同購買事業参加者であって、正当な理由なく落札大豆を自ら

が行う大豆を原料とした加工品等の製造に使用せず、第三者に転売する等不正な売

買行為を行った者又は行うおそれがあると認められる者  

  

（播種前入札取引の実施期日及び回数）  

第８条 協会は、取引対象大豆の作付け以前であって、売り手がその生産量を見込むこと

が可能となる時期に、当該大豆に係る播種前入札取引を実施する。 

 ２ 播種前入札取引の実施回数は２回とし、 第１回目は 4月，第２回目は 5月に実施

する。 

３ 播種前入札取引に係る買い手への上場情報提示期限は４月上旬とし、入札実施期

日は第１回目、第２回目ともに毎年３月中に理事長が定め、公表する。  

  

（上場の申し出）  

第９条 売り手は、播種前入札取引に大豆を上場しようとするときは、前条第３項の第

１回目の買い手への上場情報提示日の７日前までに、協会に別表第 1に定める様式の

上場申出書を提出する。 

２ 上場申出書の内容は、次のとおりとする。  

・ 
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（１） 一の産地品種銘柄別に一口を 9.９トンとする口数単位をもって第１回目、第２

回目に分けて上場する。なお、売り手の判断に基づき、一の産地品種銘柄について

産地を複数の地域に区分して上場すること（以下「地域区分上場」という。）がで

きるものとする。  

（２） 上場大豆の粒の大きさの区分（以下「粒区分」という。）に関しては、農産物規

格規程において大粒大豆及び中粒大豆に区分される産地品種銘柄は「大粒」、小粒

大豆及び極小粒大豆に区分される産地品種銘柄は「小粒」と表示して上場する。  

（３）上場大豆の普通大豆又は特定加工用大豆の区分及び普通大豆の等級の区分（以下

「品位区分」という。）に関しては、上場した産地品種銘柄又は地域区分上場をした

場合の当該区分（以下「上場産地品種銘柄等区分」という。）に係る過去の農産物検

査の実績等を踏まえ、売り手の判断に基づき、特定の品位区分又は品位区分の範囲

を表示して上場する。  

（４）落札大豆について、買い手（落札者）による受渡し時の品位区分の指定（以下

「品位指定）という。）が可能な上場産地品種銘柄等区分については、品位指定の対

価額を付記する。  

（５）その他、売り手が買い手に求める費用や取引形態等に関して、入札する際の重要

な情報がある場合は、大豆入札取引委員会の了承を得た上で付記する。 

３ 売り手は、第１回目の落札状況に伴って、第２回目の上場口数に変更があった場合

は、別表第１の上場申出書の第２回（確定）欄に全産地品種銘柄の上場数量を記入

し、当該上場提示日の２日前までに再度提出する。 

４ 売り手は、買い手に対し入札時の判断材料を提供する観点から、上場産地品種銘

柄等区分別に次のデータを整理し、上場申出書とともに協会に提出する。  

（１） 生産者から集荷・販売委託を受けることが見込まれる取引対象大豆の作付意向

面積及び生産見込み数量  

（２） 生産者から集荷・販売委託を受けた前年産大豆の作付面積及び生産数量の実績  

（３） 過去の集荷・販売大豆に係る農産物検査受検結果に基づく粒区分別、品位区分

別構成割合の実績  

  

（落札下限価格）  

第１０条 売り手は、前条の上場申し出において、上場産地品種銘柄等区分ごとに、落

札価格の下限となる価格（以下「落札下限価格」という。）を協会に申し出ることが

できるものとする。  

  

（売り手に係る禁止事項）  

第１１条 売り手に係る禁止事項は、基本規程第１８条の規定を準用する。この場合に

おいて、同条中「収穫後入札取引」とあるのは「播種前入札取引」と読み替える。  

  

（買い手への上場内容等の通知）  
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第１２条 協会は、第８条第３項の規定により理事長が定めた買い手への上場情報提示

期限までに、売り手の上場申し出に基づき以下の資料を作成し、買い手に通知する。  

（１） 売り手別、上場産地品種銘柄等区分別に上場内容を整理した上場情報書  

（２）入札者情報（入札回数、入札者名、入札者の買い手登録番号及び落札大豆販売予

定先の加工業者等名（入札者が問屋等である場合用））の記入欄、入札申込み内容

（売り手別、上場産地品種銘柄等区分別の入札申込み口数及び入札申込み価格）の

記入欄からなる入札票  

（３）入札申込みに当たり参考情報となる次の資料  

ア  売り手から提供されたデータに基づき、取引対象大豆に関する生産者からの集

荷・販売委託予定に係る作付意向面積及び生産見込み数量を、売り手別、上場産

地品種銘柄等区分別に整理した資料  

イ  売り手から提供されたデータに基づき、生産者から集荷・販売委託を受けた前

年産大豆の作付面積及び生産数量の実績を、売り手別、上場産地品種銘柄等区分

別に整理した資料  

ウ  取引対象大豆の前年産大豆に関する収穫後入札取引に係る上場産地品種銘柄等

区分別の上場見込み数量並びに当年３月までの平均落札率及び平均落札価格を整

理した資料  

エ  過去の農産物検査受検結果に基づく上場産地品種銘柄等区分ごとの粒区分別、

品位区分別構成割合の実績を整理した資料 

オ  その他必要な資料  

  

（買受け申込み関係書類の提出）  

第１３条 買い手が問屋等に該当する場合にあっては、協会による上場情報提示後、第

１回目の入札実施期日の７日前までに、理事長が別に定めるところにより当該問屋等

の落札大豆販売予定先である各加工業者等から受領した買受け申込み関係書類を取り

まとめのうえ、協会に提出しなければならない。  

２  前項の加工業者等は、第５条第２項の規定により当該買い手が登録申請時に協会

に提出した落札大豆販売予定先リストに掲載されている者でなければならない。  

３  一の落札大豆販売予定先加工業者等は、同一産地品種銘柄等区分に係る買受け申

し込みを、複数の問屋等に対し重複して行ってはならない。  

４  第２回目の入札申込みに当たっては、第１回目と同様前２項を遵守するものとす

る。 

  

（入札申込み）  

第１４条 入札申込みは、上場情報書に記載された上場内容に基づいて行うものとす

る。  
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２ 買い手（入札者）は、入札票に購入を希望する上場産地品種銘柄等区分ごとに、

入札申込み数量及びこれに対応する入札価格を算用数字で明瞭に記入するものと

する。  

３ 入札申込み数量は、次により設定するものとする。 

（１）加工業者等にあっては上場産地品種銘柄等区分ごとに、問屋等にあっては落札大

豆販売予定先別上場産地品種銘柄等区分ごとに、一口を９.９トンとする任意の口数

（整数）をもって一の数量を設定する。 

（２）入札申込みの下限数量は、一口とする。  

（入札申込みの上限数量は、買い手（入札者）が加工業者等の場合にあっては上場

産地品種銘柄等区分ごとに、問屋等の場合にあっては落札大豆販売予定先別の上場

産地品種銘柄等区分ごとに、上場数量までとする。なお、第５条第５項において準

用する基本規程第８条第２項の規定により登録された同一加工業者等の複数事業所

から同一上場産地品種銘柄等区分に対する入札申込みがあった場合は、当該複数事

業所による入札申込み数量の合計をもって入札申込み数量とみなす。  

４ 入札価格は、次により設定するものとする。  

（１）前項第 1号の入札申込み数量ごとに一の価格を設定する。  

（２）６０キログラム当たり価格で、包装代を含み、消費税及び地方消費税相当額を含

まない産地倉庫戸前渡し価格とする。 

（３）１０円単位の金額とする。  

５ 問屋等の場合にあっては、第１回および第２回のどちらか一方だけ参加することも

双方の入札に参加することも可能であるが、第１３条第１項に基づき第１回目の入札

実施日の７日前までに協会に提出した書類に記載された、落札大豆販売予定先から買

受申し込みがある産地品種銘柄等区分以外の区分を申し込むことはできない。 

 

（入札申込みの方法）  

第１５条 入札に参加する買い手は、必要事項を記入した入札票ファイルを、入札実施

期日当日、原則として午前１０時から１２時までの間に協会に到達するよう送信する

ことにより、入札申込みを行うものとする。  

２  前項の入札票ファイルの送信は、播種前入札専用メールアドレス宛てに電子メー

ルにより送信することとし、その具体的な方法及び手順については、理事長が別に

定めるところによる。  

３  入札票ファイルには、登録申請時に届け出た入札者の名称及び協会が提示した登

録番号を記載しなければならない。  

４  入札に参加する買い手が問屋等である場合にあっては、入札票に買受け申込み関

係書類を提出した加工業者等の名称を記入しなければならない。 

なお、問屋等が複数の加工業者等に係る入札申込みを行う場合にあっては、加工業者

等ごとに別葉の入札票ファイルをもって入札申込みを行うものとする。  
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５  上場情報書に記載された粒区分及び品位区分については、作柄変動により収穫時

に当該区分構成割合が大きく変動する可能性があることから、買い手は、必ずしも

上場時の区分どおりの受渡しが保証されているわけではないことを十分了解したう

え、入札申込みを行うものとする。  

  

（買い手に係る禁止事項）  

第１６条 播種前入札取引の買い手に係る禁止事項については、基本規程第２２条の規

定を準用する。この場合において、同条中「収穫後入札取引」とあるのは「播種前入

札取引」と、「第１８条」とあるのは「第１１条において準用する基本規程第１８

条」と読み替える。  

  

（入札金額の限度）  

第１７条 播種前入札取引に係る入札金額（一の買い手に関し、上場産地品種銘柄等区

分ごとの入札価格に入札申込み数量を乗じて求めた金額の総計をいう。）の限度に係

る事項については、基本規程第２３条の規定を準用する。この場合において、同条中

「収穫後入札取引」とあるのは「播種前入札取引」と、「第３１条」とあるのは「第

２５条」と、「第８条第２項」とあるのは「第５条第５項において準用する基本規程

第８条第２項」と読み替える。  

  

（売り手に関連する買い手の入札の制限）  

第１８条 播種前入札取引に係る売り手に関連する買い手の入札の制限に係る事項につ

いては、基本規程第２５条の規定を準用する。この場合において、「収穫後入札取

引」とあるのは「播種前入札取引」と、「ロット」とあるのは「上場大豆」と読み替

える。  

  

（無効となる入札）  

第１９条 播種前入札取引において、別表第２に掲げる入札は、これを無効とし、取引

終了後に当該買い手（入札者）にその旨通知するものとする。  

  

（落札の決定）  

第２０条 協会は、次により播種前入札取引の落札者を決定するものとする。 

（１）上場産地品種銘柄等区分別に、上場総口数の範囲内で、高い入札価格による申込

みをした買い手から順に落札者を決定する。ただし、売り手から落札下限価格の申

し出があった場合は、当該落札下限価格以上の価格で入札申込みをした入札者に限

って落札者を決定する。 

（２）前号の落札処理を行うに当たり、最低価格による一の落札者が存在し、その入札

申込み口数が、上場総口数と既に決定した落札者に係る落札口数の累計値との差分
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を上回る場合は、当該落札者には入札申込み口数のいかんにかかわらず、当該差分

の口数を配分する。 

（３）第１号の落札処理を行うに当たり、入札総口数が上場総口数を上回り、最低価格

による落札候補者として同一入札価格の入札者が複数存在する場合は、全ての落札

候補者に係る入札口を対象として、落札総口数が上場総口数に達するまで一口ごと

に無作為抽出を繰り返し行うことにより落札口の配分先を決定し、落札候補者ごと

の落札口数を決定する。  

２ 協会は、前項各号の規定による落札処理結果（上場産地品種銘柄等区分別の落

札・不落札の状況並びに落札数量、落札価格及び落札金額）を、上場のあった売り

手及び入札申込みをした買い手に通知するものとする。  

  

（播種前売買契約の締結）  

第２１条 協会は、前条第２項で通知した落札大豆について、売買価格、売買数量、第

２２条に規定する確定売買契約の締結時期、受渡し時期、品位指定の有無（指定する

場合は、その対価額、指定内容）、その他付帯事項等を内容とする播種前売買契約

を、売り手（又は売り手が第２３条の規定により自己の代理人として代金決済及び物

流指示業務を委託した者）及び買い手（落札者）に締結させるものとする。ただし、

落札者が問屋等である場合にあっては、売り手及び買い手（落札者）に落札大豆の買

受け先として入札票に記載された加工業者等を加えた３者契約とする。 締結期限

は、第１回目は令和８年６月 30 日、第２回目は７月 31 日とする。 

２ 前項の播種前売買契約の諸条件は、次により設定するものとする。  

（１） 売買価格（６０ｋｇ当たり単価）は、前条第２項で通知した落札価格に消費税

及び地方消費税相当額を加えた金額とする。  

（２） 売買数量は、前条第２項で通知した数量とし、作柄変動に伴う受渡し数量の調整

幅（いわゆる「アローワンス」）に係る設定はせず、売り手及び買い手は、契約数量

どおりの受渡し及び引き取りを行う旨を明記する（ただし、著しい自然災害その他

の不可抗力により売買数量の調整が不可避となった場合は、この限りではない。）。  

（３） 確定売買契約の契約締結時期は、当事者間の協議により決定して明記する。ただ

し、設定可能な最終期限は、入札実施年の翌年の５月３１日とする。  

（４） 受渡し時期は、当事者間の協議により決定して明記する。ただし、設定可能な最

終期限は、入札実施年の翌年の７月３１日とする。  

（５） 品位指定を行う場合、その対価額は、第９条第２項第４号の規定により売り手が

上場時に提示した額とし、併せて品位指定に係るその他条件を明記する。  

（６） 第９条第２項第５号の規定により、上場時に予め提示された落札価格とは別に売

り手が買い手に求める費用について明記する。 

（７） その他の売買条件（経営破綻等による債務不履行時の取扱い等）については、売

り手と買い手が協議して決定するものとする。  

３ 売り手は、令和８年５月末時点、６月末時点及び第１項の播種前売買契約締結期限

（７月３１日）時点における契約締結の状況を取りまとめ、協会あてに報告するも

のとする。  
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（確定売買契約の締結）  

第２２条 売り手（又は売り手が第２３条の規定により自己の代理人として代金決済及

び物流指示業務を委託した者）及び買い手は、取引対象大豆の農産物検査受検後、受

渡し可能な大豆の入庫が完了した段階で協議を行い、前条第２項の規定により播種前

売買契約で定めた売買条件に加え、粒区分、品位区分、受渡し場所、受渡し期限、荷

姿、その他付帯事項等を含む詳細かつ具体的な売買条件を決定し、前条第２項第３号

の規定により播種前売買契約で定めた確定売買契約締結時期に、当該決定事項を内容

とする確定売買契約を締結するものとする。  

２ 前項の播種前売買契約の諸条件は、次により設定するものとする。  

（１） 粒区分及び品位区分は、原則として上場時に表示された区分とする。 

ただし、作柄変動により収穫時の区分構成割合が大きく変動した場合は、売り

手及び買い手の協議により代替措置を決定するものとする。なお、粒区分の指定

について買い手から希望があり、かつ売り手が受入れ可能な場合は、大粒・中粒

品種について「中粒」、小粒・極小粒品種について「極小粒」としても差し支え

ない。  

（２） 受渡し期限は、確定売買契約の締結日から２か月以内で設定するものとする。  

（３） その他の売買条件（前条の播種前売買契約で確定したものを除く。）について

は、売り手と買い手が協議して決定するものとする。（代金決済及び物流指示

業務）  

第２３条 落札大豆の売買代金の決済及び物流指示に係る業務は、売り手がその責任に

おいて実施するものとする。なお、売り手は、当該業務の一部又は全部を、代理人に

委託して実施させることができるものとする。  

  

（入札取引結果の公表）  

第２４条 協会は、上場産地品種銘柄等区分別の上場数量、落札数量、平均落札価格そ

の他必要な事項を集計し、第１回目は令和８年４月３０日、第２回目及び令和８年産

大豆播種前入札取引全体については令和８年 5月３１日に公表するものとする。  

２ 前項の平均落札価格は、上場産地品種銘柄等区分ごとに、総落札金額（落札者ご

との落札価格（問屋等が複数の買受け先に係る複数の異なる価格で落札した場合は

当該複数落札価格）に、これに対応する落札数量を乗じて求めた金額の全落札者総

計をいう。）を総落札数量（全落札者の落札数量総計をいう。）で除して求めた価格

とする。  

３ 売り手は、入札取引以外の方式で播種前に価格を決定する国産大豆の取引を行う

に当たり、協会が公表した上場産地品種銘柄等区分別平均落札価格を参考となる価

格として利用するものとする。  

  

（入札保証金の預託）  

第２５条 播種前入札に参加しようとする買い手は、基本規程第３１条の規定により協

会に預託した収穫後入札取引に係る入札保証金とは別に、播種前入札取引における入
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札予定金額の１０分の１以上の入札保証金を協会に預託するものとする。なお、同一

法人の複数の事業所ごとに登録した買い手にあっては、個々の事業所別に入札保証金

額を区分して預託するものとする。  

２ 入札保証金の預託は、協会が定めた期日までに、協会が指定する金融機関の口座

に振り込むことにより行うものとする。この時点で預託された保証金は、第２回入

札に係る第２１条の播種前売買契約締結時点まで有効とする。ただし、第１回目で

落札した大豆の播種前売買契約が締結されていない場合は、落札大豆の売買価格総

額の 10 分の 1を控除した額を、第２回入札時の保証金預託額とみなす（以下「みな

し保証金額」という））。  

３ 前項による第２回入札時のみなし保証金額については、協会から買い手登録者に

通知しない。 

４ 協会は、次により入札保証金の返還を行うものとする。  

（１）落札があった買い手から預託された入札保証金は、第２１条の播種前売買契約

が締結されたことを確認した後に返還する。  

（２）前号以外の買い手から預託された入札保証金は、入札取引終了後速やかに返還

する。  

５ 入札保証金の預託において発生した果実は、協会に帰属するものとする。  

  

（入札保証金の帰属）  

第２６条 落札者が所定の期日までに播種前売買契約を締結しない場合、当該落札に対応

する入札保証金額は、協会及び売り手に帰属するものとする。なお、協会に帰属する

金額は、当該落札に係る運営拠出金額に相当する金額（６０ｋｇ当たり２円）とする

ものとする。  

  

（運営拠出金及び入札手数料） 

第２７条 播種前入札取引に係る運営拠出金及び入札手数料に関する事項については、基

本規程第３４条の規定を準用する。この場合において、同条第１項中「第８条第４項

の登録料」とあるのは「第５条第５項において準用する基本規程第８条第４項の登録

料」と、第２項中「収穫後入札取引」とあるのは「播種前入札取引」と、「取引指標価

格」とあるのは「第２４条第３項の上場産地品種銘柄等区分別平均落札価格」と、第

３項中「第２８条の売買契約」とあるのは「第２１条の播種前売買契約」と、第５項

に係る別表２の買い手登録者の欄中「入札ロット数（１俵を６０ｋｇとする俵数単位

による各登録者の入札数量の合計を１ロットの標準的な俵数（１６５俵）で除して求

めた値）」とあるのは「入札口数」と、「第３１条第１項」とあるのは「第２５条第１

項」と、「第３１条第３項」とあるのは「第２５条第３項」と読み替える。  

  

（入札取引への参加の制限等）  

第２８条 協会は、売り手又は買い手（問屋等が落札した大豆の買受け先として第２１

条の播種前売買契約（３者契約）の当事者となった加工業者等を含む（当該加工業者
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等が共同購買法人の場合は共同購買事業参加者も含む。）。以下この条において同

じ。）が、播種前入札取引に関し、次に掲げる行為を行い又は行うおそれがあると認

められる場合は、当該売り手又は買い手に対し説明又は資料の提出を求めることがで

きるものとする。  

（１） 売り手又は買い手の行為が、取引場における公正な価格形成を妨げ又は妨げる

おそれがあると認められる場合  

（２） 売り手又は買い手が、期限までに播種前売買契約又は確定売買契約を締結しよ

うとしない場合  

（３） 売り手又は買い手が、落札大豆の代金決済、受渡し若しくは引取りを確実に行

わない又は確実に行わないおそれがあると認められる場合  

（４） 買い手である問屋等が、買受け先加工業者等以外の者に落札大豆を転売する等

の売買行為を行った又は行うおそれがあると認められる場合  

（５） 買い手である加工業者等又は買受け先加工業者等が、落札大豆を自らが行う大

豆を原料とした加工品等の製造に使用せず（共同購買法人にあっては共同購買事業

参加者に販売せず）、第三者に転売する等の売買行為を行った又は行うおそれがあ

ると認められる場合  

２ 協会は、前項の説明又は資料から、前項各号の行為に関し次のいずれかに該当すると

判断される場合は、大豆入札取引委員会の議決を経て、当該売り手又は買い手の入札

取引（収穫後入札取引を含む。）への参加を制限することができる。  

（１） 公正な価格形成を阻害する行為と判断するに足る合理的理由があるとき  

（２） 正当な事由なく登録者又は買受け先加工業者等が果たすべき責務の履行を怠って

いると判断されるとき  

（３） 不正な売買行為と判断されるとき  

（４） 売り手又は買い手が前項の規定による説明若しくは資料の提出を拒んだとき  

  

（適正な価格形成のための調整）  

第２９条 協会は、収穫後入札取引における落札状況等も踏まえ、大豆入札取引におけ

る落札価格の著しい上昇や低下を回避し、円滑かつ安定的な価格形成を行う上で必要

と認める場合は、大豆入札取引委員会の議決を経て、上場数量の調整その他の調整措

置を講ずることができるものとする。  

   

附 則  

１この業務規程は、令和８年産大豆播種前入札取引に適用する。   
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別表第１ 
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別表第２  

入札の態様  無効とする入札の範囲  根拠規定  

問屋等の買い手が加工業者等から受領し、協会に提出し

た買受け申込み関係書類に虚偽記載が認められた場合の

入札  

虚偽記載のあった加工業者等

に係る全ての入札  
第１３条第１項  

問屋等の買い手による登録時の落札大豆販売予定先リスト

に掲載されていない加工業者等からの買受け申込み関係

書類に基づく入札  

落札大豆販売予定先リストに

掲載されていない加工業者等

に係る全ての入札  

第１３条第２項  

複数の問屋等の入札票における同一販売予定先加工業

者等による同一産地品種銘柄等区分への重複した入札  
当該同一産地品種銘柄等区

分に対する複数の問屋等に

よる重複する全ての入札  

第１３条第３項  

入札申込み数量若しくは入札価格の記入が算用数字でな

い又は判別できない入札  
当該入札申込数量又は入札

価格に係る入札  
第１４条第２項  

入札申込み数量（口数）が整数でない入札  当該入札申込み数量（口数）

に係る入札  
第１４条第３項第１

号  

加工業者等にあっては上場産地品種銘柄等区分、問屋等

にあっては落札大豆販売予定先別の上場産地品種銘柄等

区分に係る入札申込み数量（口数）が一の数量でない入札 

当該上場産地品種銘柄等区

分に係る全ての入札  
第１４条第３項第１

号  

加工業者等にあっては上場産地品種銘柄等区分ごとに、

問屋等にあっては落札大豆販売予定先別の上場産地品種

銘柄等区分ごとに、入札申込数量が上場数量を超える入

札  

当該上場産地品種銘柄等区

分に係る全ての入札  
第１４条第３項第３

号  

加工業者等にあっては上場産地品種銘柄等区分、問屋等

にあっては落札大豆販売予定先別の上場産地品種銘柄等

区分に係る入札価格が一の価格でない入札  

当該上場産地品種銘柄等区

分に係る全ての入札  
第１４条第４項第１

号  

入札票が規定以外の日時に到達した入札  当該入札票に係る全ての入札 第１５条第１項  

入札票に買い手（入札者）の名称、登録番号の記載がない

又は入札者を特定できない入札  
当該入札票に係る全ての入札 第１５条第３項  

問屋等の買い手による入札申込みにおいて、入札票に落

札大豆販売予定先の名称の記載がない又は特定できない

入札  

当該入札票に係る全ての入札 

  

第１５条第４項  
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入札の態様  無効とする入札の範囲  根拠規定  

入札金額が当該買い手（入札者）の入札保証金の額

の１０倍を超える入札  
当該入札者の全ての入札  第１７条（基本規

程第２３条準用）  

基本規程第４０条第２項の規定により取引監視委

員会が不正な行為に係る入札であると認めた入札  
不正な行為に係る入札と認めた全

ての入札  
基本規程第４０条

第２項  

第２８条の規定により入札取引への参加の制限を課し

た買い手又は買受け先加工業者等による当該制限に

反する入札  

当該入札者又は買受け先加工業

者等に係る全ての入札  
第２８条第２項  

  


